
平成１５年(ワ)第１５４７８号　損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年４月１４日
                        判決
            原　　　　　　　告　　株式会社マイクロラボ
            同訴訟代理人弁護士　　佐　藤　恭　一
            同　　　　　　　　　　田　中　秀　幸
            被　　　　　　　告　　国際頭脳産業株式会社
            同訴訟代理人弁護士　　秦　　　悟　志
                        主文
        １　原告の請求をいずれも棄却する。
        ２　訴訟費用は原告の負担とする。
                        事実及び理由
第１　請求
  １　被告は，別紙１目録記載のプログラムをフロッピーディスク，ＣＤ－ＲＯ
Ｍ，ハードディスク等の記憶媒体に格納し，有線ないし無線通信装置等によって送
信し，又は送信可能の状態に置いてはならない。
  ２　被告は，別紙１目録記載のプログラムを格納したフロッピーディスク，ＣＤ
－ＲＯＭ，ハードディスク等の記憶媒体を頒布してはならない。
  ３　被告は，別紙１目録記載のプログラムの使用許諾をしてはならない。
  ４　被告は，原告に対し，金３７００万円を支払え。
  ５　仮執行宣言
第２　事案の概要
    　原告は被告に対して，別紙１目録記載のプログラム（以下「被告ソフトウェ
ア」という。）の画面表示は，原告の製造したソフトウェアの画面表示と同一又は
その表現上の特徴を感得できるものであって，被告ソフトウェアを製造販売する被
告の行為は，画面表示について原告が有する著作権を侵害すると主張して，著作権
（複製権，翻案権）に基づき，被告ソフトウェアの使用差止及び損害賠償を請求し
た。
  １　前提となる事実等（争いがない事実以外は証拠を末尾に記載する。）
    (1)　原告は，平成元年８月１日に設立された，コンピュータソフトウェア開発
及び販売並びにコンピュータ周辺機器の販売を目的とする株式会社である。
      　被告は，平成６年５月１０日に設立された，コンピュータソフトウェアの
研究開発，製造，販売を目的とする株式会社である。
    (2)　原告は，平成１０年，コンピュータソフトウェア「ＰｒｏＬｅｓＷｅｂ」
（以下「原告ソフトウェア」という。）の製造，販売を開始した（弁論の全趣
旨）。
    (3)　被告は，平成１２年１０月６日，原告との間で，原告ソフトウェアに被告
の商標である「Ｗｅｂｃｅｌ」を付して販売することを内容とするＯＥＭ契約を締
結し，同契約に基づいて，原告から供給を受けたソフトウェア「Ｗｅｂｃｅｌ１」
の販売を開始した。同ＯＥＭ契約は，平成１４年１０月５日に終了した。その後，
被告は，それ以前から開発に着手していた，被告ソフトウェアの前身となる「Ｗｅ
ｂｃｅｌ３」を販売し，さらに，同ソフトウェアに改良を加えた被告ソフトウェア
を製作し，同年１１月１９日から被告ソフトウェアの販売を開始した（弁論の全趣
旨）。
    (4)　原告ソフトウェアは，ユーザーが作成したデータベースをインターネット
に公開したり，利用したりすることを目的とするソフトウェアであり，ユーザーの
入力作業は，マイクロソフト社のアプリケーション・ソフトウェアである「Ｅｘｃ
ｅｌ」（以下「エクセル」という。）を用いて行うものである。被告ソフトウェア
も同様の機能を有するソフトウェアである。
    (5)　原告ソフトウェアの画面表示は，別紙２ないし５の上段（ＰｒｏＬｅｓＷ
ｅｂ）に記載されたとおりである（以下，別紙２から５までを順に「原告本体画
面」，「原告レポート等自動作成画面」，「原告ひな型設定画面」，「原告一覧表
ひな型自動作成画面」といい，これらを併せて「原告各画面表示」という。）
      　被告ソフトウェアの画面表示は，別紙２ないし５の下段（Ｗｅｂｃｅｌ
８）に記載されたとおりである（以下，別紙２から５までを順に「被告本体画
面」，「被告レポート等自動作成画面」，「被告ひな型設定画面」，「被告一覧表
ひな型自動作成画面」といい，これらを併せて「被告各画面表示」という。）。
  ２　争点



    (1)　被告各画面表示は，それぞれ原告各画面表示の複製物又は翻案物か。
    (2)　原告の被った損害額はいくらか。
  ３　争点についての当事者の主張
    (1)　争点(1)（被告各画面表示は，それぞれ原告各画面表示の複製物又は翻案
物か。）について
      （原告の主張）
      ア　原告各画面表示の著作物性
        (ア)　原告本体画面（別紙２）
          　原告本体画面は，データベースのデータとエクセル上の「レポート」
（帳票など，データベースのデータを一定の法則に従って，エクセル上に表として
作成するもの）を相互に関連させて，簡単なマウスのクリック操作で，データベー
スのデータをエクセルに書き出すこと，エクセル上の入力や修正を読みとってデー
タベースのデータに書き込むことを容易にするための表示画面である。
          　原告本体画面は，①上段，中段，下段に３つの領域が設定され，上段
部分には，エクセル上に作成する「レポート」がツリー状（階層的）に表示され，
中段部分に「テーブル」（データベース上のファイルであり，データを一定の法則
で区分しまとめたもの）のデータが表示され，下段部分に「データ型」，「セルの
位置」，「フィールドサイズ」等の「テーブル」のフィールド属性が表示されてい
ること，②上段左側部分に，データベースを示す黄色の円柱のアイコン，エクセル
を示す青色の「Ｘ」のアイコン，赤色の「→」等を表示した３つのボタンが配置さ
れていること，③上段左側部分に，「円柱→Ｘ」と表示された，データベースのデ
ータをエクセル上の「レポート」に書き出すためのボタンがあり，反対に，「レポ
ート」上でのデータの書込みや書換えをデータベースに反映させるための，「Ｘ→
円柱」と表示されたボタンがあることにおいて，表現上の特徴があり，創作性があ
る。
        (イ)　原告レポート等自動作成画面（別紙３）
          　原告レポート等自動作成画面は，エクセル上で作成したひな型と，デ
ータベースのデータとを相互に関連させて，簡単なマウスのクリック操作で，レポ
ート及びテーブルの作成を容易にするための表示画面である。
          　原告レポート等自動作成画面は，①画面上部に，「ひな型シートから
レポートとテーブルを作成します。」，「レポート名とテーブル名には，ひな型シ
ート名が使われます。」との説明文言の下に，「レポート名」，「テーブル名」を
設定する枠が表示されていること，②中段部分に，「入力規則が設定されたセルを
テーブルのフィールド（列）として採用します。」の説明文言の下に，テーブルの
フィールド名を選択する欄が表示されていること，③下段部分に「ひな型例」と説
明が表示されていることにおいて，表現上の特徴があり，創作性がある。
        (ウ)　原告ひな型設定画面（別紙４）
          　原告ひな型設定画面も，エクセル上で作成したひな型と，データベー
スのデータとを相互に関連させて，簡単なマウスのクリック操作で，「レポー
ト」，「テーブル」の作成を容易にするための表示画面である。
          　原告ひな型設定画面は，①上から順に「対応レポート」及び「ひな型
シート」を入力する欄，これらの情報をエクセルから取り込むための「取込」ボタ
ンが配置されていること，②「ひな型のタイプ」を選択する欄，エクセルへの書出
しや読込みの指定を選択する欄や書出し行を選択する欄が配置されていること，③
中段部分より下には，「対応テーブル」，「テーブル１レコードの読書範囲」を設
定する画面，これらの情報をエクセルから取り込むための「取込」ボタン等が配置
されていることにおいて，表現上の特徴があり，創作性がある。
        (エ)　原告一覧表ひな型自動作成画面（別紙５）
          　原告一覧表ひな型自動作成画面は，「テーブル」から一覧表を自動作
成し，エクセルの表のセルの位置を指定するための表示画面である。
          　原告一覧表ひな型自動作成画面は，①上段部分に「一覧表タイプひな
型シートの作成とセル位置の設定」との表題が表示されていること，②その下に，
「作成先」，「書込位置」の設定欄が並列して表示されていること，③その下に，
「テーブルの列」，「Ｅｘｃｅｌの書込列」の欄が表示されていること，④エクセ
ルに書き込む列と書き込まない列を選り分けることを可能とするために，「テーブ
ルの列」と「Ｅｘｃｅｌの書込列」との間に，緑色の「 」，「 」が配置されて
いること，⑤列の順序を入れ替えることを可能とするために，右側部分に「列順番



入替」の文字の上下にオレンジ色の「△」，「▽」が付されていることにおいて，
表現上の特徴があり，創作性がある。
      イ　原告各画面表示と被告各画面表示との同一性等
        (ア)　本体画面（別紙２）
          　被告本体画面は，①上段，中段，下段の３つの領域が設定され，上段
部分には，エクセル上に作成する「レポート」（被告ソフトウェアでは「サービ
ス」という。）がツリー状に表示され，中段部分には，原告ソフトウェアにおいて
下段部分に表示されている「テーブル」のフィールド属性が表示され，下段部分に
は，「テーブル」のデータが表示され，②上段左側部分に，原告ソフトウェアでは
「円柱→Ｘ」等とアイコンで表示しているボタンが，「ＤＢ→ＥＸＣＥＬ」，「Ｅ
ＸＣＥＬ→ＤＢ」と文字で表示されている。
          　以上のとおり，被告本体画面と原告本体画面とを対比すると，前者
は，後者の特徴的な表現部分において共通するので，前者は，後者の複製物ないし
翻案物であるといえる。
        (イ)　レポート等自動作成画面（別紙３）
          　被告レポート等自動作成画面は，①「モデルシートからサービスとテ
ーブルを作成します。」，「サービスネームとテーブルネームはモデルネームが使
われます。」との説明文言の下に，「サービスネーム」と「テーブルネーム」の欄
が表示され，②「入力規則が設定されたセルをテーブルのフィールド（列）として
採用します。」との説明文言の下に，「テーブルのフィールド名」を選択する欄
と，「□固有番号（ｗｅｂｃｅｌｉｄ）をキーとして自動追加します。」との表示
がある。
          　被告レポート等自動作成画面と原告レポート等自動作成画面とを対比
すると，①前者における「モデルシート」，「サービス」，「サービスネーム」，
「テーブルネーム」との表示は，後者における「ひな型シート」，「レポート」，
「レポート名」，「テーブル名」の表示を置き替えたにすぎないこと，②その体
裁，表示内容，機能が酷似していること等から，前者は，後者の複製物ないし翻案
物であるといえる。
        (ウ)　ひな型設定画面（別紙４）
          　被告ひな型設定画面と原告ひな型設定画面とを対比すると，前者は，
後者の各表示部分の位置を入れ替えたり，「対応レポート」を「対応サービス」，
「ひな型シート」を「モデルシート」と置き替えたにすぎないこと等から，前者は
後者の複製物ないし翻案物であるといえる。
        (エ)　一覧表ひな型自動作成画面（別紙５）
          　被告一覧表ひな型自動作成画面は，①表題の下に「作成先設定」，
「書き込み位置設定」欄が並列して表示され，②「Ｅｘｃｅｌに書き込まない
列」，「Ｅｘｃｅｌに書き込み列」が並列して表示され，③その間に，エクセルに
書き込む列と書き込まない列を整理するための，「＜」，「≪」，「＞」，「≫」
の表示がされ，④その右側には，列の順番を入れ替えることができる「△」，
「▽」の表示がされている。
          　以上のとおり，被告一覧表ひな型自動作成画面と原告一覧表ひな型自
動作成画面とを対比すると，前者は，後者の特徴的な表現部分において共通するの
で，前者は後者の複製物ないし翻案物である。
      ウ　依拠性
        　被告各画面表示は，原告各画面表示に依拠して作成されたものであるこ
とは，以下の点からも明らかである。
        　すなわち，原告ひな型設定画面（別紙４）の最下段には，「注記：□ｗ
ｅｂでは改ページは意味を持たない。」との表示文言がある。この表示のうちの
「□」部分は，チェック・ボックスあるいはテキストボックスと呼ばれ，通常は，
ユーザーによりチェック印が付されることにより，コンピュータに何らかの実行が
されるためのものであるが，原告ソフトウェアでは，そのようなプログラムがない
にもかかわらず，チェック・ボックスのみが画面表示上残ったものであり，不具合
（バグ）である。これに対して，被告ひな型設定画面の最下段にも，「注記：□ｗ
ｅｂでは改シートは最後のシートのみ表示される。ｗｅｂでは改ページは意味を持
たない。」との表示文言が残されている。このように，被告ソフトウェアは，原告
ソフトウェアの不具合（バグ）まで模倣していることに照らすと，被告各画面表示
が原告各画面表示に依拠して作成されたことは明らかである。
      エ　被告の行為



        　被告は，故意又は過失により，原告各画面表示を複製ないし翻案して被
告各画面表示を作成した。
      （被告の反論）
      ア　原告各画面表示の著作物性
        (ア)　ユーザーインターフェースである画面表示には，以下のとおりの理
由から，表現上多くの制約があり，開発者の個性が表れる余地はほとんど無い。し
たがって，原告各画面表示には，創作性がない。
          ａ　ソフトウェアの開発においては，あらかじめ用意された部品を使用
せざるを得ない。たとえ，開発ツールが異なったとしても，部品は同じものが多
い。したがって，作成された画面表示は，個性を発揮する余地は極めて少ない。
          ｂ　同じような部品を使用して，画面表示上の特徴を持たせるために
は，各部品の配置，用語，説明文言を変える方法があり得るが，ソフトウェアの機
能，ユーザーにとっての見やすさ，使いやすさ，理解のしやすさなどの観点から制
約がある。
          ｃ　本件各画面表示は，エクセルシートの画面上に重ねて表示されるた
め，小型で単純なものにしてエクセルシートの表示を妨げないという制約があり，
選択の幅は限られる。
        (イ)　原告本体画面（別紙２）
          　原告ソフトウェアは，データベースとエクセルの橋渡しをするための
ものであり，原告の指摘する各表示部分は，その目的のため必要不可欠なものであ
るから，他の選択の余地がなく，創作性がない。
          ａ　「サービス」（Ｗｅｂｃｅｌによるデータベースの読み書きに必要
な情報の設定をいい，これによってエクセルシートとテーブルとが関連付けられ
る。）を示すツリー状の表示部分は，①サービスとこれによって関連づけられたテ
ーブルを表示して，ユーザーの作業を可能とするために必要不可欠なものであるこ
と，②ウィンドウズが標準で用意しているツリービューであることから，ツリー状
の表示を選択した点に創作性はない。
          ｂ　フィールド属性の表示部分は，エクセルシートのどのセルがデータ
ベースのどのフィールドに対応し，どのようなデータが入力されるかなどを表示す
るものであり，エクセルとデータベースを連携させるために当然に必要なものであ
るから，フィールド属性の表示部分を使用した点に創作性はない。
          ｃ　テーブルの表示（テーブルビュー）は，ユーザーが作業を行うテー
ブルを選択するに当たり，テーブル内のデータを簡便に閲覧し，目的のテーブルで
あるかどうかを判断するために必要なものであるから，テーブル表示を使用した点
に創作性はない。
          ｄ　「円柱→Ｘ」，「Ｘ→円柱」は，①ソフトウェアで頻繁に使用する
機能にそれぞれ１個のボタンを割り当てたものであること，②エクセルとデータベ
ース間でデータのやり取りは当然頻繁に行われ，操作性を向上させるため，使用頻
度の高い少数の機能にそれぞれ独立のボタンを割り当てるのは，他のソフトウェア
でも広く行われていることであるから，上記表示部分に創作性はない。
          ｅ　原告本体画面において，データを縦に積み重ねる点には，以下のと
おり，創作性がない。すなわち，画面が小さいソフトウェアでは，一般に表示方法
は，①縦に積み重ねて表示するか，②複数の頁（画面）に分けて表示するか以外に
はあり得ない。ところで，横幅を広く取って表示されるフィールド数を多くしてデ
ータ１件当たりの情報量を増やし，表示できないデータは上下スクロールして見る
方法が，ユーザーには使いやすいので，縦に積み重ねて表示するのが一般的である
といえる。
          ｆ　原告本体画面において，各ボタンをツリービューの横にスペースを
設けて縦に並べる点には，以下のとおり，創作性がない。すなわち，ツリービュー
に表示するサービス名，テーブル名は短いものが多いため，テーブルビューより，
横幅が狭くても足りる。したがって，縦方向のスペースは，ｂ，ｃのために使用す
る方が合理的であるといえる。
        (ウ)　原告レポート等自動作成画面（別紙３）
          　原告レポート等自動作成画面は，エクセルシート上に作成したモデル
（入力様式）から，サービスとテーブルを自動作成してよいかどうかの確認をユー
ザーに求める画面である。ファイルを新規に作成した場合に，それに名前を付けて
保存するかどうかをユーザーの判断にゆだねることは，ソフトウェアの種類を問わ
ず，広く行われていることである。また，原告レポート等自動作成画面の上段部分



及び中段部分の表示は，エクセルとデータベースを連携させるソフトウェアの性質
上当然の表示にすぎない。          
          　したがって，同画面には，創作的な特徴はない。
        (エ)　原告ひな型設定画面（別紙４）
          　原告ひな型設定画面は，既存のテーブルからひな型シートにデータを
書き出す場合に，ひな型シートに必要な事項を設定する画面である。
          　テーブルにあるデータをエクセルシートに出力する場合には，必要な
事項をユーザーが確認又は設定することが必要である。そのために，テーブル，レ
ポート，ひな型シートの対応関係，レコードの読書範囲，改ページ，改シートの指
定等機能に対応する表示は画面上に設けなければならない。
          　したがって，同画面には，創作的な特徴はない。
        (オ)　原告一覧表ひな型自動作成画面（別紙５）
          　原告ひな型設定画面は，テーブルのデータをエクセルに出力するため
にテーブルからひな型シートを自動作成する場合に，作成内容を確認し必要事項を
入力する画面である。作成先のエクセルのブック名，シート名，書込位置を指定
し，書き出す列（テーブルのフィールド）を選択する。これらを指定しなければ書
出しを行うことができないのであるから，当然に，これらを設定する画面が必要に
なる。また，同画面は，書き込む列と書き込まない列を右と左の表に振り分ける表
示があるが，このような方法は，特定の集合から一部を除外する方法としてウィン
ドウズのアプリケーションで広く行われている一般的な方法である。
          　したがって，同画面には，創作的な特徴はない。
      イ　原告各画面表示と被告各画面表示との同一性等
        (ア)　本体画面（別紙２）
          ａ　被告本体画面では，メニューバーの下に「デザイン」，「テス
ト」，「運用」の３種のタブを設け，その下２行にテキストボックスと各種機能を
表示するアイコン等を配置して，ユーザーの作業段階に応じて必要な機能の選択を
容易にしているのに対して，原告本体画面では，そのような配置がない。
          ｂ　被告本体画面では，「テーブル」のフィールド属性を示す表示項目
が，原告体画面より多く設けられている。
          ｃ　被告本体画面では，上段左側部分の３個のボタンの機能の表示方法
として文字を使用しているのに対して，原告本体画面では，アイコンを使用してい
る。
          ｄ　原告は，被告画面には，原告画面と同じ機能が表示されると指摘す
る。しかし，機能の同一性は，被告ソフトウェアが原告ソフトウェアと同種の機能
を有する同種ソフトウェアであることに由来するものであり，画面の同一性の根拠
にはならない。
        (イ)　レポート等自動作成画面（別紙３）
          　原告レポート等自動作成画面には，下部にエクセルシートと説明が表
示されているのに対して，被告レポート等自動作成画面にはない。
        (ウ)　ひな型設定画面（別紙４）
          ａ　被告ひな型設定画面には「レコード定義コピーモード」があるのに
対して，原告ひな型設定画面にはない。
          ｂ　被告ひな型設定画面には，「ひな型のタイプ」を「不定」または
「固定」のいずれかから選択するボタンがないのに対して，原告ひな型設定画面の
上部には，このような選択ボタンが設けられている。
          ｃ　被告ひな型設定画面には，ユーザーが上から下に流れるように操作
できるように，画面を横割りにして各部に設定項目を分類して割り当てられている
のに対して，原告ひな型設定画面には，縦割りと横割りが混在している。
        (エ)　一覧表ひな型自動作成画面（別紙５）
          　被告一覧表ひな型自動作成画面では，全部の列を一度に選択できる
「≪」，「≫」の記号が使用されているのに対して，原告一覧表ひな型自動作成画
面では，このような記号は使用されていない。
      ウ　依拠性
        　原告は，被告ひな型設定画面の最下段に注記と表示され，その右側にエ
ディット・ボックスやテキストボックスと呼ばれる「□」が表示されていることを
もって，被告各画面表示は，原告各画面表示に依拠して作成されたものと主張す
る。
        　しかし，被告は，「□」の記号を「◎」などの記号と同じ趣旨で用いた



ものであり，注記があることをユーザーに認識してもらうために表示したものであ
って，バグではない。したがって，被告各画面表示が原告各画面表示の模倣である
ことの根拠にはならない。
      エ　被告の行為
        　被告において，故意又は過失により，原告各画面表示を複製ないし翻案
して被告各画面表示を作成したとの原告の主張は否認する。
    (2)　争点(2)（原告の被った損害額）について
      （原告の主張）
      ア　被告は，平成１２年１０月６日から平成１４年１０月６日までの間に，
原告が被告とのＯＥＭ契約により供給したソフトウェアに「Ｗｅｂｃｅｌ１」の名
称を付して販売した。
        　被告が，平成１４年６月１日から同年１０月６日までの１２８日間に，
上記ＯＥＭ契約に基づいて原告に対して支払うべき対価（実質上のロイヤリティ）
は，合計３２７万１１８０円であり，これを１２８日で除すると，１日平均は２万
５５５６円，月平均は７６万６６８２円となる。被告は，上記期間内に少なくとも
月平均７６万６６８２円（①）の利益を得ていたものといえる。
      イ　被告によれば，平成１４年１０月以降，受注が月率１．４倍となり，現
在もなおこのような状況が続いているということであり，これを前提に，平成１４
年１０月の被告ソフトウェアの受注本数を１として，平成１５年６月までの受注本
数を計算すると，合計４９．１５３６３２（②）となる。
      ウ　被告は，被告ソフトウェアを販売することにより，少なくとも①に②を
乗じた３７６８万５２０４円の利益を得たことになる。したがって，著作権法１１
４条２項により，原告は，少なくとも金３７６８万５２０４円の損害を受けたもの
と推定される。
      （被告の反論）
      ア　被告が，Ｗｅｂｃｅｌ１の販売で１か月平均少なくとも７６万６６８２
円の利益を得ていたことは否認する。
      イ　被告が原告に支払ったＯＥＭ契約に基づいた金額には，サポートの対価
が含まれているので，同金額を基礎にして，被告ソフトウェアを販売したことによ
る利益を算定することは相当でない。
      ウ　原告の主張を前提にしても，以下の点を考慮すれば，原告が主張する４
つの画面表示が利益に対してなした貢献はゼロと同視し得る。
        (ア)　原告が著作権侵害を主張するのは４つの被告各画面表示のみであ
る。したがって，画面表示を使用したことによる利益は，被告が被告ソフトウェア
を販売したことにより得た利益のうちのわずかなものである。
        (イ)　一般に，ソフトウェアの中核を示すのはプログラムの部分である。
被告ソフトウェアは，エクセル中心に操作するよう設計されており，ｗｅｂｃｅｌ
８の画面表示の果たす役割は，わずかなものである。
        (ウ)　原告と被告とのＯＥＭ契約終了時（平成１４年１０月５日）には，
Ｗｅｂｃｅｌ１は商品価値を失っていた。すなわち，Ｗｅｂｃｅｌ１は，開発時以
降にヴァージョンアップされたエクセル２００２を起動出来ない状況であったが，
これは，エクセルとデータベースを連携させるソフトウェアにとって致命的であ
り，エクセル２００２の発売から既に１年４か月を経過した平成１４年１０月５日
には，商品価値を失っていた。
        (エ)　被告がＷｅｂｃｅｌ１の後継版である被告ソフトウェアの販売を継
続できたのは，被告が，上記(ウ)の問題を解消して開発したからである。したがっ
て，被告ソフトウェアを販売したことによる利益は，専ら，被告が独自に開発した
プログラムによってもたらされたものである。
第３　争点に対する判断
  １　争点(1)（被告各画面表示は，それぞれ原告各画面表示の複製物又は翻案物
か。）について
    　著作物とは，「思想又は感情を創作的に表現したものであって，文芸，学
術，美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定されている（著作権法２条１
項１号）。著作権法上の保護の対象となる著作物は，思想又は感情が創作的に表現
されたものであることが必要であるが，創作的に表現されたというためには，厳密
な意味で，独創性の発揮されたものであることが求められるものではなく，制作者
の何らかの個性が表現されたものであれば足りるというべきである。この点は，プ
ログラム等を用いて，コンピュータのディスプレイ上に表示された画面が，著作権



法上の保護の対象となる著作物といえるか否かを判断するに当たっても，何ら変わ
ることはない。しかし，コンピュータのディスプレイ上に表示される画面について
は，①所定の目的を達成するために，機能的で使いやすい作業手順は，相互に似通
ったものとなり，その選択肢が限られること，ユーザーの利用を容易にするための
各画面の構成要素も相互に類似するものとなり，その選択肢が限られること，②各
表示画面を構成する部品（例えば，ボタン，プルダウンメニュー，ダイアログ等）
も，既に一般に使用されて，ありふれたものとなっていることが多いこと，③特
に，既存のアプリケーションソフトウェア等を利用するような場合には，設計上の
制約を受けざるを得ないことなどの理由から，表示画面の創作性の有無を判断する
に当たっては，これらの諸事情を勘案して，判断する必要がある。
    　そこで，以上の観点から，原告各画面表示の著作物性について判断する。        
    (1)　原告本体画面（別紙２）
      ア　原告本体画面の表示内容等
        　争いがない事実及び各証拠（個別に示した。以下同じ。）によれば，以
下の事実が認められる。
        (ア)　原告ソフトウェアは，マイクロソフト社のアプリケーション・ソフ
トウェアであるエクセルを用いて作業を行うものであり，エクセルのシート上で作
成したひな型から「レポート」や「テーブル」を作成し，エクセルのひな型を使用
してデータベースのデータの追加，修正，削除を行ったり，データベースのデータ
をエクセルのひな型に書き出したりすることを可能とするものである（甲４）。          

        (イ)　原告本体画面は，原告ソフトウェアを起動させた際に最初に表示さ
れる画面であり（甲４，５頁），データベースのデータとエクセル上で作成された
レポートなどとの関連性が一覧できるようにされている（甲４，５～９頁）。原告
本体画面は，別紙２のとおり，①上段，中段，下段に３つの領域が設定され，上段
右側部分には，レポート及びデータベースのテーブルの名称がツリー状（階層的）
に表示され，②上段左側部分には，ソートのボタン，データベースのデータをレポ
ートに書き出すためのボタン，レポート上でのデータの書込みや書換えをデータベ
ースに反映させるためのボタンが，それぞれ，黄色の円柱や青色の「Ｘ」のアイコ
ンなどを用いて表示され，③中段部分には，レポート作成に用いられるテーブルの
データが表示され，下段部分には，テーブルのデータをどのようにエクセル上に表
示するかに関する「データ型」，「セルの位置」，「フィールドサイズ」等のテー
ブルのフィールド（項目）の属性が表示されている。          
      イ　創作性の有無についての判断
       　上記認定事実により，創作性の有無について判断する。
        (ア)　原告本体画面の上段右側には，帳票などのレポート名及びデータベ
ースのテーブル名がツリー状に表示されるが，ウィンドウズ等のコンピュータの画
面において，デバイス，フォルダ，ファイル等をその名称によってツリー状に表示
することは標準的に行われている表示方法であるから，原告ソフトウェアにおいて
作成するレポートやレコードの名称をツリー状に表示することに表現の創作性は認
められない。
        (イ)　原告本体画面の上段左側には，データベースのデータをエクセルの
ひな型に書き出すためのボタン，エクセルのひな型をデータベースに読み込むため
のボタンなどが表示されているが，頻繁に用いられる機能に独立のボタンを割り当
てることは通常行われることであり，アイコンの形状及び配列についても特徴はな
く，表現の創作性は認められない。          
        (ウ)　原告本体画面の中段には，データベースのデータが表形式で表示さ
れ，下段には，中段に表示されたデータの項目に対応するように各項目の属性が表
示されるが，複数の項目からなるデータを表形式で表示することは普通に行われる
ことであって，表現上の工夫は認められない。また，各項目の属性を表示する点
も，原告ソフトウェアがエクセルのひな型のセルとデータベースのデータの項目と
を対応させてデータの追加，修正，削除，書出しを行うものであることからすれ
ば，これらの機能を実現する上で必要となる情報を表示しているにすぎず，表示す
る情報の選択，表示方法等もありふれたものといえる。本体画面中段，下段の表示
には，表現の創作性は認められない。
        (エ)　原告本体画面の上記(ア)ないし(ウ)の各表示部分の配置について
も，画面の縦横の比率などに由来する制約があって選択の余地は限られており，配
置において，創作性があると認めることはできない。また，原告本体画面の全体の



外観（色彩及び各表示部分の相互の配置を含む。）も，創作的な特徴を有するとは
認められない。
        (オ)　以上のとおり，原告本体画面の上段のレポートがツリー状に表示さ
れる部分，中段のテーブルのデータが表示される部分，下段のテーブルのデータの
フィールド属性が表示される部分，上段左側のボタンが表示される部分は，いずれ
も創作的な表現であるとは認められない。
    (2)　原告レポート等自動作成画面（別紙３）
      ア　原告レポート等自動作成画面の表示内容等
        　争いがない事実及び各証拠によれば，以下の事実が認められる。
        　原告ソフトウェアは，エクセル上のひな型から対応するレポートとテー
ブルを作成してデータベースのデータの追加，修正等を行うものである。
　　　　　原告レポート等自動作成画面は，エクセル上に作成したひな型（レポー
トの書式）に対応するレポートとテーブルを作成する際の名称等を設定するための
画面である（甲４，８頁）。
        　同画面は，別紙３のとおり，①画面上部に「ひな型シートからレポート
とテーブルを作成します。」，「レポート名とテーブル名には，ひな型シート名が
使われます。」との説明文言が，②その下に，「レポート名」，「テーブル名」を
表示する枠が設けられて，画面中央に，「入力規則が設定されたセルをテーブルの
フィールド（列）として採用します。」の説明文言が，③その下に，テーブルのフ
ィールド名を選択する欄が設けられて，画面下部に，説明を付したひな型の例が，
それぞれ表示されている。
      イ　創作性の有無についての判断
          上記認定事実により，創作性の有無について判断する。
        (ア)　前記のとおり，原告レポート等自動作成画面上部の「ひな型シート
からレポートとテーブルを作成します。」との説明文言は，原告ソフトウェアにお
けるエクセルのひな型からレポート及びテーブルを作成するという手順を，ごく普
通に表現したものといえる。また，その他の説明文言も，原告ソフトウェアの機能
ないし操作手順を普通に表現したものといえる。また，レポート名及びテーブル名
を表示する枠も，レポート及びテーブルの名称の表示方法としてはありふれたもの
である。したがって，上記説明文言等は，原告ソフトウェアの機能ないし操作手順
を普通に表現したものであるから，創作的な表現とは認められない。                    
また，原告レポート等自動作成画面の全体の外観（色彩及び各表示部分の相互の配
置を含む。）も，創作的な特徴を有するとは認められない。
        (イ)　以上のとおり，原告レポート等自動作成画面は，創作的な表現であ
るとは認められない。
    (3)　原告ひな型設定画面（別紙４）
      ア　原告ひな型設定画面の表示
        　争いがない事実及び各証拠によれば，以下の事実が認められる。
        　原告ソフトウェアは，エクセルのひな型とレポート及びデータベースの
テーブルを対応させ，テーブルのデータをエクセルのひな型に書き出すことを可能
とするものである。
        　原告ひな型設定画面は，既存のテーブルのデータを用いて，レポートと
ひな型を作成する際に，レポートとひな型に反映させるデータ項目を選択等をする
ためのものである（甲４，１７頁，２２頁）。
        　同画面は，別紙４のとおり，上から順に，「対応レポート」，「ひな型
シート」の名称を表示する欄，「取込」ボタン，「ひな型のタイプ」を選択する
欄，エクセルへの書出しや読込みの指定を選択する欄と書出し行を選択する欄，
「対応テーブル」を表示する欄，「テーブル１レコードの読書範囲」を設定する画
面，「取込」ボタン等，「中止」又は「選択」のボタンが，それぞれ配置されてい
る。
      イ　創作性の有無についての判断
        　上記認定事実により，創作性の有無について判断する。
        (ア)　前記のとおり，原告ひな型設定画面は，データの書出しをする際
に，書出し先のひな型の設定を行うための画面である。同画面における，ひな型に
対応するレポート及びテーブルの名称を表示する欄は，ひな型とレポート及びテー
ブルの対応を表示するものであって，上記のデータ書出し機能に当然必要とされる
項目を普通に表現したものといえる。また，ひな型のタイプ，エクセルへの書出し
等の指定，書出し行の選択，「テーブル１レコードの読書範囲」の設定等，上記書



出しを実行する場合の条件を設定するための表示は，原告ソフトウェアに備わった
書出し機能に従って決められた条件を，普通に表現したものといえる。また，「取
込」ボタン，「中止」又は「選択」ボタンの表示も，必要な機能をボタンに割り当
てることは通常行われており，その表示も，ごくありふれたものであって，表現の
創作性はない。さらに，原告ひな型設定画面全体の外観（色彩及び各表示の相互の
配置を含む。）も，創作的な特徴を有するとは認められない。
        (イ)　以上のとおり，原告ひな型設定画面の前記各表示は，いずれも創作
的な表現とは認められない。
    (4)　原告一覧表ひな型自動作成画面（別紙５）
      ア　原告一覧表ひな型自動作成画面の表示
        　争いがない事実及び各証拠によれば，以下の事実が認められる。
        　原告ソフトウェアは，テーブルのデータをエクセルのひな型に書き出す
ことを可能とするものである。
        　原告一覧表ひな型自動作成画面は，テーブルのデータをエクセルに書き
出して一覧表形式のレポートを作成する際に，その準備として作成するひな型の内
容を設定するための画面である（甲４，２０～２１頁）。
        　同画面は，別紙５のとおり，①上部から順に，「一覧表タイプひな型シ
ートの作成とセル位置の設定」との表題，「作成先」，「書込位置」の設定欄，
「テーブルの列」，「Ｅｘｃｅｌの書込列」の欄が表示され，②「テーブルの列」
と「Ｅｘｃｅｌの書込列」との間には，エクセルに書き込む列と書き込まない列と
を選別するための，緑色の「 」，「 」のボタン，③その右側部分には「列順番
入替」の文字の上下に，列の順番を入れ替えるための，オレンジ色の「△」，
「▽」のボタンが，それぞれ配置されている。
      イ　創作性の有無についての判断
          上記認定事実により，創作性の有無について判断する。
        (ア)　前記のとおり，原告一覧表ひな型自動作成画面は，上記データの書
出しにより一覧表形式のレポート（ひな型）を作成する際に，その一覧表形式のひ
な型の内容等を設定するための画面である。同画面における「一覧表タイプひな型
シートの作成とセル位置の設定」との表題は，原告一覧表ひな型自動作成画面にお
いて行う作業をそのまま表現したものにすぎず，創作性を認める余地はない。同画
面における，作成先及び書込位置の設定欄，「テーブルの列」及び「Ｅｘｃｅｌの
書込列」の欄の各表示は，一覧表タイプひな型シートを作成する場合の設定項目を
そのまま普通に表現したものであり，創作的な表現とは認められない。同画面にお
ける，エクセルに書き込む列と書き込まない列とを選別するための緑色のボタンの
表示部分は，選別項目を左右の枠に表示してその間に「→」等のボタンを置き，選
別を行うことがウィンドウズ等のコンピュータにおいて慣用的に行われていること
からすれば，上記のような選択のための表示方法はありふれたものであるし，ボタ
ンの形状，色も創作的なものとはいえない。同画面における「列順番入替」の文字
と列の順番を入れ替えるためのオレンジ色のボタンの表示についても，列の順番入
替えを行う場合の慣用的な表示であって，ボタンの形状及び色彩についても，上記
と同様に，創作的なものとはいえない。また，以上の各表示を同一の画面上に表示
する場合には，その配置は自ずから限られたものとなるのであって，原告一覧表ひ
な型自動作成画面における配置が創作的なものとはいいがたい。
        (イ)　以上のとおり，原告一覧表ひな型自動作成画面の前記各表示及びそ
の配置は，いずれも創作的な表現とは認められない。
    (5)　原告各画面表示のその他の特徴
      　その他，原告は，原告各画面表示に関して，簡単なマウス操作でデータベ
ースとエクセルとを連携させて情報処理をすることに創作的な特徴があるとも主張
する。しかし，このような原告ソフトウェアにおける機能面での特徴が，原告各画
面表示における創作性の有無に影響を与えることは，特段の事情のない限り，肯定
することはできない。特段の事情の認められない本件において，原告の同主張を採
用することはできない。
    (6)　小括
      　以上のとおり，原告各画面表示は，いずれも創作的な表現と認めることは
できない。
  ２　そうすると，その余の点を判断するまでもなく，原告の請求はいずれも認め
られないので，主文のとおり判決する。
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